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令和 8 年 1 月１６日 

 

対馬市長  比田勝 尚喜 様 

 

 

 

任意団体等外部監査業務受託者（外部監査員） 

リーガルナビ行政書士法人   

代表行政書士 李泳勲   

 

対馬市職員が関与する任意団体の事務及び会計事務について、外部監査 

を実施しましたので、報告いたします。 
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第 1 総評及びまとめ 

 

 今回の外部監査の実施を通じて、対馬市職員の関与する任意団体の事務及

び会計の処理方法についてはいくつか是正事項が見受けられるものの、重大

な指摘事項はありませんでした。 

外部監査の結果については、概要は第 2、指摘事項は第 3 のとおりであり

ます。 

 なお、任意団体等の事務に携わる職員につきましては、公費の取り扱い同

様、今後も適正な事務等の処理を行っていただき、市民等への説明責任や誤

解等を招かぬよう、適切な事務処理を遂行して頂くことを申し添えます。 

 

 

第 2 外部監査の概要 

 

1．外部監査を実施した団体と日程 

 対馬市職員が関与する任意団体のうち、会計の取扱金額が１００万円を超

える３７団体の外部監査を、令和 8 年 1 月 7 日から１月 9 日までの 3 日間で

実施。（日程等は別表のとおり。） 

 

2．外部監査の方法 

①外部監査員は、内部監査を実施した総務課から３日分の任意団体等事務の

外部監査事前資料を受領し、確認した。 

②外部監査当日は外部監査員に総務課職員が同席し、任意団体の事務担当職

員に確認を行った。 

 

③外部監査員は令和 6 年度における任意団体の決算書、総会資料、出納帳、

通帳、伝票、郵便切手受払簿等（以下「帳簿等」という。」）の開示を求
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め、各団体の規約、対馬市職員が関与する任意団体の事務及び会計事務取

扱要領（以下「要領」という。）及び対馬市補助金等交付規則（以下「規

則」という。）、各団体の規約等に基づいて、帳簿等の記載内容及び事務作

業（以下「事務等」という。）が適正に処理されているかについて調査し

た。 

④外部監査員は対象部局の所属長及び事務担当者と面談し、事務等の処理方

法等についてヒアリングを実施した。 

⑤外部監査員は任意団体の事務等が要領、規則及び団体規約等に適合してい

ないと判断した場合は、対象部局の所属長及び事務担当者に対して帳簿等

の修正及び事務等の処理方法について改善を要求した。 

 

3．外部監査の結果 

①各団体の指摘事項は、第 3 指摘事項の２．各任意団体の監査結果のとお 

りであり、帳簿等の修正及び改善要求の指摘事項を対象部局の所属長及び

事務担当者に口頭で指摘を行った。 

②外部監査の後日、対象部局の所属長及び事務担当者の指摘事項への対応有

無の確認が必要な指摘事項については、総務課へその旨を伝え、帳簿等の

再提出を求め、確認を行った。 

③監査結果及び指摘事項等を本報告書により取りまとめた。 

 

 

第 3 指摘事項 

 

1．指摘事項の概要 

①昨年度及び一昨年度に実施した外部監査における指摘事項がおおむね改 

 善されていた。 

②資金前渡処理の際に、通帳から現金を引き出した者及び引き出してから 
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 支出までの流れが不明確な団体がある。私的流用防止の観点から資金の 

 流れが空白にならないように明確にすべき。 

③収入印紙の貼り忘れが散見される。売上代金及び請負契約書に貼るべき 

 主な収入印紙額は次の通りであり、適正な金額の収入印紙を貼付するこ 

 と。 

■売上代金（領収書等） 

5 万円未満 非課税 

5 万円以上 100 万円未満 200 円 

■請負契約書 

1 万円未満 非課税 

1 万円以上 100 万円未満 200 円 

100 万円超え 200 万円以下 400 円 

 

2．各任意団体の監査結果 

①事務等の処理がおおむね適正に処理されており、指摘不要と判断した任意

団体は「イ」のとおりである。 

②今後の事務等の処理について改善の必要性が認められる任意団体及びその 

指摘事項は「ロ」のとおりである。但し軽微な指摘事項をも含む。 

 

【イ・指摘不要等と判断した任意団体：26 

団体】 

対馬市国境離島新法協議会 

対馬市地域公共交通活性化協議会 

国境マラソン IN 対馬実行委員会 
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対馬市青少年健全育成連絡協議会 

対馬しまの文化・芸術活動推進実行委員会 

豊玉町スポーツ協会 

峰町スポーツ協会 

美津島町スポーツ協会 

上県町スポーツ協会 

赤米伝統文化連絡協議会対馬支部 

対馬圏域介護人材確保対策地域連絡協議会 

つしまサイクリングイベント実行委員会 

対馬市緑化推進協議会 

対馬地域農業再生協議会 

壱岐・対馬有害鳥獣対策協議会 

対馬地区有害鳥獣対策協議会 

対馬市広域水産業再生委員会 

対馬市水産加工連絡協議会 

対馬地域栽培漁業推進協議会 

対馬市危険物安全協会 

対馬市島っこ留学推進協議会 

いきいき豊玉まつり産業祭実行委員会 

対州馬保存会 

対馬市生物多様性協議会 

市民演劇で町づくり「漁火」実行委員会 

厳原町スポーツ協会 

ながさきピース文化祭２０２５対馬市実行委員会 
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【ロ・今後の事務等の処理について指摘した任意団体及び指摘事項：11 団 

体】（軽微事項を含む） 

 

団体名：対馬市学校給食会(厳原・美津島、峰・豊玉・事務局、上対馬) 

指摘事項 ※3 団体分まとめ 

・市の所轄部署とも状況を共有し、賃金の算定方法について要検討。 

・厳原は切手管理簿の記載数量と在庫数量が一致していない。常に実在庫数

量と合うように記載することが望ましい。 

 

団体名：対馬市青少年健全育成連絡協議会 

指摘事項 

・現金払いを行った際は、伝票にその理由を記載する。 

 

団体名：しまのスポーツ活性化実行委員会 

指摘事項 

・決算書に記載する市から交付された補助金は、交付を受けた金額を記入す

る。市への戻出金は交付金額から差し引いて記載するのではなく、決算書

下の計算式に戻出金の額を記載すること。 

 

団体名：朝鮮通信使行列振興会 

指摘事項 

・相手方から受領する領収書等に収入印紙が貼られていることを確認する。 

 

団体名：朝鮮通信使対馬顕彰事業会 

指摘事項 

・相手方から受領する領収書等に収入印紙が貼られていることを確認する。 
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団体名：上対馬町スポーツ協会 

指摘事項 

・相手方から受領する領収書等に収入印紙が貼られていることを確認する。 

・備品台帳を作成して備品の管理を行うこと。 

 

団体名：長崎県消防協会対馬市分会 

指摘事項 

・通帳から現金を引き出してから、最終支出者に現金が渡るまでの資金の流

れを明確にする。 

・各分団における支出内訳を把握する。 

・資金前渡処理を行う際は、資金の受領者の印鑑を押印して、誰が受領した

かを明確にする。 

 

団体名：かいてき峰環境整備事業推進協議会 

指摘事項 

・引き続き、未収会費の回収に努めること。 

 

団体名：対馬市文化協会 

指摘事項 

・決算書に普通預金の利息の記載が漏れていたため、これを記入して期末の

残高を修正すること。 

 

 

 

以 上 
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別表 

 


